
平成２３年３月（当初）
平成２４年４月（変更）

　　　　　しゅうそう

周桑地区活性化計画

愛媛県西条市
愛媛県

（変更）



市町村名 西条市 計画期間

目　　標　：

目標設定の考え方
地区の概要：

現状と課題

今後の展開方向等

１　活性化計画の目標及び計画期間

都道府県名

　優良農地の確保に資する農業生産基盤の整備を行うとともに、特産品の高付加価値化による地場産品の販売額を増加させることにより、農業経営の安定と農業従事者の定住化を図り、現在計
画区域内に居住している人口の減少率２．８％（Ｈ１７．３～Ｈ２２．３）を２．７％（Ｈ２２．３～Ｈ２７．３）に抑制させ、農作物直売所（周ちゃん広場）の売上高を、平成２３年度の売上高１９．９億円より
５％程度増加させることを目指す。

　当地区が属する西条市は、平成１７年、旧西条市と周桑地域（旧東予市、旧丹原町、旧小松町）の合併により誕生した市である。その中で今回は周桑地域の用途地域を除くエリアを対象
として活性化計画を策定した。
　周桑地区は、愛媛県東部に広がる道前平野に位置し、西日本最高峰の石鎚山（標高1,982ｍ）をはじめ四国山地中屈指の高山郡で形成する石鎚連峰を背にして、山稜を境に高知県と接
し、西は東温市、東は旧西条地域に隣接している。
　また、山岳部より涵養された名水が注ぎ込む瀬戸内海の燧灘に面しており、清冷で豊かな水資源を供給しているとともに、年平均気温は16℃前後、年平均降水量は1,500ｍｍ程度の瀬戸
内海の温暖で農業生産に適した気候にも恵まれ、多品目において県内第1位の生産量を誇る農作物を産出している。
　

愛媛県 周桑地区 H23～H27地区名

　①農地集積や農作業の効率化を図り、高付加価値作物を推進してゆくための農業用用排水路、農道等農業生産基盤の整備
　②特産品の高付加価値化による地場産品の販売額の増加を目指した「安全で安心、美味しくて元気な西条産品」の「西条ブランド」の形成の施策を展開することにより、現在計画区域内
に居住している人口の人口減少率２．８％（Ｈ１７．３～Ｈ２２．３）を鈍化させることを目指していく。
　③農業生産基盤を整備することで、安定した地場産品の生産および当地区農産物直売所への供給が図られることにより、直売所の売上を増加させ、地域全体の農業経営の安定化を図
る。

　当地区の農業構造については、他地域と同様に全体的な農業人口の減少及び高齢化がみられ、土地利用型農業を中心としているが深刻な農業の担い手不足に陥っている。また、地区
内山間部やその周辺地域などにおいては、一部遊休化した農地が近年増加傾向にある。このような地域の農業構造の現状をふまえ農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるもの
となるよう、農業の持続的な発展を目指していく必要がある。

計画の名称 周桑地区活性化計画



（１）法第５条第２項第２号に規定する事業

西条市 掛井出地区 西条市 有 イ
西条市 大新田北地区 西条市 有 イ
西条市 玉之江西地区 西条市 有 イ
西条市 幸の木地区 西条市 有 イ
西条市 吉田東地区 西条市 有 イ

（２）法第５条第２項第３号に規定する事業・事務

（３）関連事業（施行規則第２条第３項）

西条市 西条市

西条市 西条市

（４）他の地方公共団体との連携に関する事項

該当なし

市町村名 地区名 事業名 事業実施主体 備考

H19～

市町村名 地区名 事業名

該当なし

基盤整備（農業用用排水施設）

基盤整備（農業用用排水施設）

備考

基盤整備（農業用道路）

基盤整備（農業用用排水施設）

交付金希望の有無事業実施主体

基盤整備（農業用用排水施設）

２　目標を達成するために必要な事業及び他の地方公共団体との連携

市町村名 地区名 事業名（事業メニュー名） 事業実施主体 交付金希望の有無

法第５条第２項第
２号イ・ロ・ハ・ニ

の別
備考

グリーン・ツーリズム推進事業

地域資源活用コーディネート事業 H20～



周桑地区（愛媛県西条市） 区域面積

区域設定の考え方
①法第３条第１号関係：当該区域の面積２６，９７６ｈａ（用途地域を除く）のうち、経営耕地面積は３，１８７ｈａ、林野面積は１８，６２５ｈａ、合計
２１，８１２ｈａで全体の８０．９％を占め、農林業が重要な産業である地域である。
　なお、農林業就業者数は３，３０２人で総就業者の２６，２３０人に対し１２．６％を占めている。

②法第３条第２号関係：人口の動態は、西条市市街地等の用途地域内の人口においては増加傾向にあるが、今回の計画区域である農村部
に居住している人口は減少傾向で、Ｈ１７（３５，９６４人）→Ｈ２２（３４，９４８人）において人口減少率は２．８％であり、また、農村部の農業
従事者の高齢化傾向からみても当該区域の活性化のためには、定住化および地域間交流等を促進することが必要不可欠である。

③法第３条第３号関係：計画区域は、用途区域を除いており、市街地を形成している区域は含んでいない。

３　活性化計画の区域

２６，９７６ｈａ　



６　活性化計画の目標の達成状況の評価等

　計画終了翌年度に、愛媛県農地整備課及び西条市農林土木課において、活性化計画の目標である人口減少率の低下を、住民台帳の資料
を用いて検証する。

用途地域外人口推移
平成17年4月1日現在　35,964人
平成22年4月1日現在　34,948人
平成27年4月1日現在　34,000人を下回らないことを確認。

　また周ちゃん広場（農作物直売所）の売上高の確認を行う。

JA周桑『周ちゃん広場』売上高
平成19年　1,558,500千円
平成23年　1,991,000千円
平成27年　2,091,000千円程度であることを確認。



参考様式１

　　　　　　　　　　　　農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援交付金交付対象事業別概要支援交付金交付対象事業別概要支援交付金交付対象事業別概要支援交付金交付対象事業別概要

＜連絡先＞
ＦＡＸ番号 メールアドレス

愛媛県農林水産部農地整備課 ０８９－９４１－２１１１ ０８９－９１２－２５３４ nouchiseibi@pref.ehime.jp
０８９７－５２－１２００ norindoboku@saijo-city.jp

担当課 電話番号

西条市農林水産部農林土木課 ０８９７－５６－５１５１

計　画　主　体　名 計　画　期　間

　　　　　　　　え　ひめけん

　　　　　　愛　媛　県（代表）
さいじょうし

西　条　市

Ｈ２３　～　Ｈ２７



ⅠⅠⅠⅠ　　　　事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標

事業活用活性化計画目標の設定根拠

事業活用活性化計画目標の設定根拠

定住等の促進に資する
農業用用排水施設等の機能の確保

９．０ｈａ

計画区域における農業用用排水施設等の機能の確保（ｈａ）
＝計画区域における農業用用排水施設等の整備・保全により条件整備され
　 機能が確保された農地の面積（ｈａ）
＝９．０ｈａ

　本地区は、燧灘沿岸の低湿地地帯で水稲を中心とした地域である。
　本地区の排水路は、老朽化が進み、上流部の混住化や平坦な低湿地ということで、水路断面も小さく、排水不良に悩まされている。よって排水路を整備し、排水を促進
し、農地の汎用化を高めるとともに営農労力の軽減を図る。
　よって、これらの基盤条件の改良を行う農業用用排水施設等の整備面積を数値目標として設定する。

事業活用活性化計画目標
(掛井出地区）

　　　　　　　　　　　　　増　加　率　等　の  算　出
増加率等

定住等の促進に資する
農業用用排水施設等の機能の確保

１１１．５ｈａ

計画区域における農業用用排水施設等の機能の確保（ｈａ）
＝計画区域における農業用用排水施設等の整備・保全により条件整備され
　 機能が確保された農地の面積（ｈａ）
＝１１１．５ｈａ

　掛井出水路は、慢性的な干害に悩む地域に用水供給を図る目的で造成された兼久池（貯水量４６９千m3）へ、中山川の釜之口堰から導水する重要な水路である。当該
施設受益は、水田農業を中心とした営農であるが、高齢化や後継者不足に伴う農業労働力の確保が困難な中、当該水路は造成から50年以上経過しており老朽化による
クラックや穴あきが生じる等、水路壁の転倒の恐れがあり、維持管理労力の増大及び施設補修費等維持管理負担が増大しており、早急に改修する必要がある。
　よって、これらの基盤条件の改良を行う農業用用排水施設等の整備面積を数値目標として設定する。

事業活用活性化計画目標
（大新田北地区）

　　　　　　　　　　　　　増　加　率　等　の　算　出増加率等



ⅠⅠⅠⅠ　　　　事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標

事業活用活性化計画目標の設定根拠

事業活用活性化計画目標の設定根拠

事業活用活性化計画目標
(玉之江西地区）

　　　　　　　　　　　　　増　加　率　等　の  算　出
増加率等

定住等の促進に資する
農業用用排水施設等の機能の確保

６．３ｈａ

計画区域における農業用用排水施設等の機能の確保（ｈａ）
＝計画区域における農業用用排水施設等の整備・保全により条件整備され
　 機能が確保された農地の面積（ｈａ）
＝６．３ｈａ

定住等の促進に資する
農業用用排水施設等の機能の確保

５．６ｈａ

計画区域における農業用用排水施設等の機能の確保（ｈａ）
＝計画区域における農業用用排水施設等の整備・保全により条件整備され
　 機能が確保された農地の面積（ｈａ）
＝５．６ｈａ

　本地区は水田及びきゅうり等の畑作を中心に営農しているが、高齢化や後継者不足に伴う農業労働力の確保が困難な中、本路線は土水路であり、草刈りや土砂上げ
等の維持管理の負担が増大している。また、計画路線の中央付近には貴重な水源となる泉があり、貯水及び遊水機能を合わせ持っている。本水源施設の管理について
は、畦畔兼用の幅員１．０ｍ程度の小道しかなく、車両の進入も困難な状況である。このため、本事業により用排水路の整備を行うとともに、維持管理を適正に行うため管
理用道路を整備し、畑作振興など新たな農業展開等を図っていくものである。
　よって、これらの基盤条件の改良を行う農業用用排水施設等の整備面積を数値目標として設定する。

  本地区は水田農業を中心とした営農であるが、高齢化や後継者不足に伴う農業労働力の確保が困難な中、現在の農道は幅員狭小で路面が脆弱であることから、通行
に支障を来たしている。このため、地域農業の展開を図っていくためには本農道の早急な改修整備が必要である。
　よって、これらの基盤条件の改良を行う農業用用排水施設等の整備面積を数値目標として設定する。

事業活用活性化計画目標
（幸の木地区）

　　　　　　　　　　　　　増　加　率　等　の　算　出増加率等



ⅠⅠⅠⅠ　　　　事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標

事業活用活性化計画目標の設定根拠

事業活用活性化計画目標の設定根拠

　当該施設受益は水田農業を中心とした営農であるが、高齢化や後継者不足に伴う農業労働力の確保が困難な中、現況が土水路及び老朽化した水路であるため、草
刈、土砂上げ等の維持管理に苦慮している。このため、今回水路を整備することにより維持管理負担等の軽減を図り、畑作振興等の新たな農業展開に向けて取り組むも
のである。
　よって、これらの基盤条件の改良を行う農業用用排水施設等の整備面積を数値目標として設定する。

事業活用活性化計画目標 　　　　　　　　　　　　　増　加　率　等　の　算　出増加率等

事業活用活性化計画目標
(吉田東地区）

　　　　　　　　　　　　　増　加　率　等　の  算　出
増加率等

定住等の促進に資する
農業用用排水施設等の機能の確保

６．５ｈａ

計画区域における農業用用排水施設等の機能の確保（ｈａ）
＝計画区域における農業用用排水施設等の整備・保全により条件整備され
　 機能が確保された農地の面積（ｈａ）
＝６．５ｈａ



（交付対象事業別概要）

ⅡⅡⅡⅡ　　　　活性化計画活性化計画活性化計画活性化計画のののの目標及目標及目標及目標及びびびび事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標とととと交付対象事業交付対象事業交付対象事業交付対象事業のののの関連性関連性関連性関連性

合　計

農業用用排水施設 吉田東地区
農業用用排水路工

Ｎ　＝　１
Ｌ＝５８０ｍ

L = 580m 50% 35,000

農業用用排水路工の整備を行うことにより農業用水の供給、排水機能が確保され、優
良農地を確保するとともに、地場産品の販売額を増加させることにより、農業従事者の
定住化を図り、人口減少率の低下を目指す。35,000

50% 21,000

農道工の整備を行うことにより農作物の運搬機能が確保され、優良農地を確保すると
ともに、地場産品の販売額を増加させることにより、農業従事者の定住化を図り、人口
減少率の低下を目指す。

農業用用排水路工の整備を行うことにより農業用水の供給、排水機能が確保され、優
良農地を確保するとともに、地場産品の販売額を増加させることにより、農業従事者の
定住化を図り、人口減少率の低下を目指す。14,000 50% 14,000

21,000Ｈ23年 ～ Ｈ24年 西条市 42,000L = 335m、W = 4.0ｍ

L = 1,380m

農業用用排水施設 幸の木地区
農業用用排水路工

Ｎ　＝　１
Ｌ＝２６３ｍ

L = 263m

農業用用排水施設

農業用用排水施設 大新田北地区

掛井出地区
農業用用排水路工

Ｎ　＝　１
Ｌ＝１，３８０ｍ

農業用道路 玉之江西地区
農道舗装工

Ｎ　＝　１
Ｌ＝３３５ｍ

農業用用排水路工の整備を行うことにより農業用水の供給機能が確保され、優良農地
を確保するとともに、地場産品の販売額を増加させることにより、農業従事者の定住化
を図り、人口減少率の低下を目指す。

農業用用排水路工の整備を行うことにより農業用水の供給、排水機能が確保され、優
良農地を確保するとともに、地場産品の販売額を増加させることにより、農業従事者の
定住化を図り、人口減少率の低下を目指す。

農業用用排水路工
Ｎ　＝　１

Ｌ＝４６２ｍ
L = 462m Ｈ23年 ～ Ｈ25年

40,000

西条市

交付限度額
（千円） 活性化計画活性化計画活性化計画活性化計画のののの目標及目標及目標及目標及びびびび事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標事業活用活性化計画目標とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性

交付金要望
額

（千円）

40,00050%

交付額算
定交付率

46,000

Ｈ23年 ～ Ｈ26年 西条市 80,000

92,000 46,000 50%

実施期間 事業実施主体
全体事業費

（千円）

Ｈ23年 ～ Ｈ24年 西条市 28,000

Ｈ24年 ～ Ｈ26年 西条市 70,000

事業メニュー名 地区名 事業内容 事業規模等

156,000312,000 156,000



ⅣⅣⅣⅣ　　　　農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援交付金年度別事業実施計画支援交付金年度別事業実施計画支援交付金年度別事業実施計画支援交付金年度別事業実施計画

計画主体名 整理コード

目標番号

山村 過疎 特農 半島 離島 豪雪
急傾
斜地

沖縄 奄美

円 円

事業別内容 内訳 (23) 愛媛県 (380,008)
愛媛県
愛媛県西条市 (380,008) (3) (1) 西条市 (掛井出地区) (1) 農業用用排水施設 (7) (農業用用排水路N=1 L=1,380m) (H23～H26) （西条市) (80,000,000) (40,000,000)

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 1 西条市 掛井出地区 1 農業用用排水施設 6 農業用用排水路N=1 L=1,380m H23～H26 西条市 80,000,000 40,000,000

(23) 愛媛県 (380,008)
愛媛県
愛媛県西条市 (380,008) (3) (2) 西条市 (大新田北地区) (1) 農業用用排水施設 (7) (農業用用排水路N=1 L=462m) (H23～H25) （西条市) (92,000,000) (46,000,000)

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 2 西条市 大新田北地区 1 農業用用排水施設 6 農業用用排水路N=1 L=462m H23～H25 西条市 92,000,000 46,000,000

(23) 愛媛県 (380,008)
愛媛県
愛媛県西条市 (380,008) (3) (3) 西条市 (玉之江西地区) (2) 農業用道路 (7) (農道舗装N=1 W=4.0m L=335m) (H23～H24) （西条市) (42,000,000) (21,000,000)

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 3 西条市 玉之江西地区 2 農業用道路 6 農道舗装N=1 W=4.0m L=335m H23～H24 西条市 42,000,000 21,000,000

(23) 愛媛県 (380,008)
愛媛県
愛媛県西条市 (380,008) (3) (4) 西条市 (幸の木地区) (1) 農業用用排水施設 (7) (農業用用排水路N=1 L=263m) (H23～H24) （西条市) (28,000,000) (14,000,000)

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 4 西条市 幸の木地区 1 農業用用排水施設 6 農業用用排水路N=1 L=263m H23～H24 西条市 28,000,000 14,000,000

(23) 愛媛県 (380,008)
愛媛県
愛媛県西条市 (380,008) (3) (5) 西条市 (吉田東地区) (1) 農業用用排水施設 (7) (農業用用排水路N=1 L=580m) (H24～H26) （西条市) (50,000,000) (25,000,000)

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 5 西条市 吉田東地区 1 農業用用排水施設 6 農業用用排水路N=1 L=580m H25～H26 西条市 70,000,000 35,000,000

(H27) (H23～H26) (292,000,000) (146,000,000)
合計（Ｆ） 999 H27 H23～H26 312,000,000 156,000,000

事業活用活性化計画目標等 23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 1001 9 111.5ha

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 1002 9 9.0ha

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 1003 9 5.6ha

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 1004 9 6.3ha

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 1005 9 6.5ha

1006
①事業費計（＝（Ｆ）） (23) 愛媛県 (380,008)

愛媛県
愛媛県西条市 (380,008) (3) (292,000,000) (146,000,000)

23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 2001 312,000,000 156,000,000
愛媛県
愛媛県西条市

創意工夫発揮事業
愛媛県
愛媛県西条市 2002
愛媛県
愛媛県西条市

附帯事業
愛媛県
愛媛県西条市 2003

(23) 愛媛県 (380,008)
愛媛県
愛媛県西条市 (380,008) (3) (1,168,000) (584,000)

②市町村等附帯事務費 23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 2004 1,248,000 624,000

(23) 愛媛県 (380,008)
愛媛県
愛媛県西条市 (380,008) (3) (4,960,000) (2,480,000)

③都道府県附帯事務費 23 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 2005 5,302,000 2,651,000

(23) 愛媛県 (380,008)
愛媛県
愛媛県西条市 (380,008) (3) (298,128,000) (149,064,000)

総合計（①＋②＋③） 23 2 愛媛県 380008
愛媛県
愛媛県西条市 380008 3 2006 318,550,000 159,275,000

注：記入に当たっては農山漁村活性化対策整備交付対象事業別概要（参考様式１）のⅢの記入要領によること。
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事業内容及び
事　業　量

仕入れに係る

消費税相当額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額

円 円 円 円 円 円 円 円 ％ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
(50) (40,000,000) (10,000,000) (5,000,000) (農業用用排水施設 L=90m) (5,000,000) (2,500,000) (250,000) (1,750,000) (500,000) (18.8) (2,500,000) () (15,000,000) (7,500,000) (65,000,000) (32,500,000) (25,000,000) (12,500,000) (40,000,000) (20,000,000)

50 40,000,000 10,000,000 5,000,000 農業用用排水施設 L=320m 18,000,000 9,000,000 900,000 6,300,000 1,800,000 35.0 9,000,000 該当なし 28,000,000 14,000,000 52,000,000 26,000,000 25,000,000 12,500,000 27,000,000 13,500,000
(50) (46,000,000) (7,000,000) (3,500,000) (農業用用排水施設 L=50m) (9,564,000) (4,782,000) (478,000) (4,304,000) () (18.0) (4,782,000) () (16,564,000) (8,282,000) (75,436,000) (37,718,000) (75,436,000) (37,718,000) () ()

50 46,000,000 7,000,000 3,500,000 農業用用排水施設 L=160m 30,000,000 15,000,000 1,500,000 13,500,000 0 40.2 15,000,000 該当なし 37,000,000 18,500,000 55,000,000 27,500,000 55,000,000 27,500,000 0 0
(50) (21,000,000) (6,000,000) (3,000,000) (農道舗装 L=335m) (36,000,000) (18,000,000) (1,800,000) (12,600,000) (3,600,000) (100.0) (18,000,000) () (42,000,000) (21,000,000) () () () () () ()

50 21,000,000 6,000,000 3,000,000 農道舗装 L=335m 36,000,000 18,000,000 1,800,000 12,600,000 3,600,000 (100.0) 18,000,000 該当なし 42,000,000 21,000,000 0 0 0 0 0 0
(50) (14,000,000) (4,000,000) (2,000,000) (農業用用排水施設 L=263m) (24,000,000) (12,000,000) (1,200,000) (8,400,000) (2,400,000) (100.0) (12,000,000) () (28,000,000) (14,000,000) () () () () () ()

50 14,000,000 4,000,000 2,000,000 農業用用排水施設 L=263m 24,000,000 12,000,000 1,200,000 8,400,000 2,400,000 (100.0) 12,000,000 該当なし 28,000,000 14,000,000 0 0 0 0 0 0
(50) (25,000,000) () () () () () () () (.0) () () () () (50,000,000) (25,000,000) (20,000,000) (10,000,000) (30,000,000) (15,000,000)

50 35,000,000 0 0 測量設計1式 10,000,000 5,000,000 500,000 3,500,000 1,000,000 14.3 5,000,000 該当なし 10,000,000 5,000,000 60,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 30,000,000 15,000,000

(146,000,000) (27,000,000) (13,500,000) (74,564,000) (37,282,000) (3,728,000) (27,054,000) (6,500,000) (34.8) (37,282,000) () (101,564,000) (50,782,000) (190,436,000) (95,218,000) (120,436,000) (60,218,000) (70,000,000) (35,000,000)
156,000,000 27,000,000 13,500,000 118,000,000 59,000,000 5,900,000 44,300,000 8,800,000 (46.5) 59,000,000 該当なし 145,000,000 72,500,000 167,000,000 83,500,000 110,000,000 55,000,000 57,000,000 28,500,000

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

(146,000,000) (27,000,000) (13,500,000) (74,564,000) (37,282,000) (3,728,000) (27,054,000) (6,500,000) (37,282,000) () (101,564,000) (50,782,000) (190,436,000) (95,218,000) (120,436,000) (60,218,000) (70,000,000) (35,000,000)
156,000,000 27,000,000 13,500,000 118,000,000 59,000,000 5,900,000 44,300,000 8,800,000 59,000,000 該当なし 145,000,000 72,500,000 167,000,000 83,500,000 110,000,000 55,000,000 57,000,000 28,500,000

() () () () () () () () () () () () () () () () ()
0 0 0 0 0 0 0 0

() () () () () () () () () () () () () () () () ()
0 0 0 0 0 0 0 0

(584,000) (108,000) (54,000) (298,000) (149,000) () (149,000) () (149,000) () (406,000) (203,000) (760,000) (380,000) (480,000) (240,000) (280,000) (140,000)
624,000 108,000 54,000 472,000 236,000 0 236,000 0 236,000 該当なし 580,000 290,000 668,000 334,000 440,000 220,000 228,000 114,000

(2,480,000) (458,000) (229,000) (1,266,000) (633,000) (633,000) (633,000) () (1,724,000) (862,000) (3,236,000) (1,618,000) (2,046,000) (1,023,000) (1,190,000) (595,000)
2,651,000 458,000 229,000 2,006,000 1,003,000 1,003,000 1,003,000 該当なし 2,464,000 1,232,000 2,838,000 1,419,000 1,870,000 935,000 968,000 484,000

(149,064,000) (27,566,000) (13,783,000) (76,128,000) (38,064,000) (4,361,000) (27,203,000) (6,500,000) (38,064,000) () (103,694,000) (51,847,000) (194,432,000) (97,216,000) (122,962,000) (61,481,000) (71,470,000) (35,735,000)
159,275,000 27,566,000 13,783,000 120,478,000 60,239,000 6,903,000 44,536,000 8,800,000 60,239,000 該当なし 148,044,000 74,022,000 170,506,000 85,253,000 112,310,000 56,155,000 58,196,000 29,098,000

備　　　　　考

翌年度以降（予定）前　年　度　ま　で 本　年　度（２４年度）

交付額算定
交 付 率

Ｂ

交 付 限 度 額
Ｃ ＝ Ａ × Ｂ
(千円未満は切
り 捨 て ）

本年度までの累計

市 町 村 費 そ の 他
本年度末
進 捗 率

Ｅ

単年度交付限
度 額

Ｃ × Ｅ － Ｄ
（千円未満は
切 り 捨 て ）

事 業 費
交 付 金 額

Ｄ 事 業 費

交 付
金 額

（千円未満
は切り捨て）

都道府県費 交 付 金 額事 業 費 －

翌 年 度 以 降

事 業 費 交 付 金 額
Ｈ 25 Ｈ 26 ー



（参考様式２）　　　　　　　　　　　　　　　　　事前点検シート

１　計画全体について

チェック欄

○

○

○

○

○

○

○
交付金要望額は交付限度額（事業費×交付額算定交付率）の範囲内
か

交付金要望額 ＝ 312,000千円
交付限度額 ＝ 事業費 312,000千円×交付額算定交付率 50% = 156,000千円であり、範囲内である。

項　　　　目
判　断　根　拠

目標及び事業活用活性化計画目標が、農山漁村の活性化のための
定住等及び地域間交流の促進に関する法律及び同法に基づき国が
策定する基本方針と適合しているか

人口の減少、高齢化の進展等による農山漁村の活力の低下にかんがみ、優良農地を確保するため、本交付金により農業用用排水施設等を整備し、定住等の促進
に資する農業用用排水施設等の機能を確保することにより、区域の人口減少率を低減させることを目標としているので、基本方針と適合している。

西条市が事業主体で改良区とともに推進している。

目標及び事業活用活性化計画目標と事業内容の整合性が確保され
ているか

優良農地を確保するため本交付金により農業用用排水施設、および農業用道路を整備し、定住等の促進に資する農業用用排水施設等の機能を確保することによ
り、区域の人口減少率を低減させることを目標としているので、整合している。

計画期間・実施期間は適切か 5地区で事業実施予定であり、計画期間を５年、実施期間を４年としており、適切である。

市町村振興計画、農業振興地域整備計画、土地改良事業計画、森
林・林業基本計画、特定漁港漁場整備事業計画その他各種関連制
度・施策との連携、配慮、調和等が図られているか

農業振興地域内であり、西条市管理計画にも明記され連携調和が図られている。

活性化計画及び交付対象事業別概要は関係農林漁業者をはじめとし
た地域住民等の合意形成を基礎としたものになっているか

事業の推進体制は確立されているか

地元土地改良区において合意形成がなされている。

　愛媛県・西条市計画主体名

計画期間
実施期間

Ｈ23～H27
H23～H26

総事業費（交付金）      312,000千円 （　156,000千円）



２　個別事業について（掛井出地区）

チェック欄

○

－

○

○

○

○

○

－

－

－

－

○

○

－

－

－

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

附帯施設を交付対象としていない。

水路工において、二次製品を使用するなど、コスト縮減に努めている。

備品を交付対象としていない。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

建設・整備コストの低減に努めているか

事業費積算等は適正か

比較設計等を行い経済的な構造としているため、過大な積算とはなっていない。過大な積算としていないか

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

費用対効果分析による算定結果は１．２１である。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別６の事業主体(市）と事業メニュー①の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

項　　　　目
判　断　根　拠

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 今回新規に取り組む事業である。

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、コンクリート造り水路30年である。

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、丹原町土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

施設等の利活用の見通し等は適正か



○

－

－

－

○

○

○

－

－

－

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

該当無し。

他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

丹原町土地改良区において、丹原町土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 既存施設敷地内で改修可能であるため新たな施設用地の確保は必要ない。

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）



２　個別事業について（大新田北地区）

チェック欄

○

－

○

○

○

○

○

－

－

－

－

○

○

－

－

－

建設・整備コストの低減に努めているか 水路工において、二次製品を使用するなど、コスト縮減に努めている。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

附帯施設を交付対象としていない。

備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

備品を交付対象としていない。

過大な積算としていないか 比較設計等を行い経済的な構造としているため、過大な積算とはなっていない。

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

事業費積算等は適正か

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、コンクリート造り水路30年である。

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

費用対効果分析による算定結果は１．９９である。

施設等の利活用の見通し等は適正か

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、西条市大新田土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別６の事業主体(市）と事業メニュー①の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 今回新規に取り組む事業である。

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

項　　　　目
判　断　根　拠



○

－

－

－

○

○

○

－

－

－

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

西条市大新田土地改良区において、西条市大新田土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

該当無し。

他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 土地所有者との協議により取得の見通しがついている。



２　個別事業について（玉之江西地区）

チェック欄

○

－

○

○

○

○

○

－

－

－

－

○

○

－

－

－
整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

建設・整備コストの低減に努めているか コスト縮減に努めている。

備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

備品を交付対象としていない。

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

附帯施設を交付対象としていない。

事業費積算等は適正か

過大な積算としていないか 比較設計等を行い経済的な構造としているため、過大な積算とはなっていない。

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

施設等の利活用の見通し等は適正か

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、西条市吉井土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

費用対効果分析による算定結果は１．１８である。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別６の事業主体(市）と事業メニュー①の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

項　　　　目
判　断　根　拠

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、アスファルト舗装10年である。

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 今回新規に取り組む事業である。



○

－

－

－

○

○

○

－

－

－
他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

該当無し。

他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 土地所有者との協議により取得の見通しがついている。

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

西条市吉井土地改良区において、西条市吉井土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか



２　個別事業について（幸の木地区）

チェック欄

○

－

○

○

○

○

○

－

－

－

－

○

○

－

－

－

備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

備品を交付対象としていない。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

附帯施設を交付対象としていない。

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

建設・整備コストの低減に努めているか 水路工において、二次製品を使用するなど、コスト縮減に努めている。

過大な積算としていないか 比較設計等を行い経済的な構造としているため、過大な積算とはなっていない。

事業費積算等は適正か

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

施設等の利活用の見通し等は適正か

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、西条市周布土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

費用対効果分析による算定結果は１．５７である。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別６の事業主体(市）と事業メニュー①の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

項　　　　目
判　断　根　拠

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 今回新規に取り組む事業である。

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、コンクリート造り水路30年である。



○

－

－

－

○

○

○

－

－

－

他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

該当無し。

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

西条市周布土地改良区において、西条市周布土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 土地所有者との協議により取得の見通しがついている。

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか



２　個別事業について（吉田東地区）
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整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

事業費積算等は適正か

備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

備品を交付対象としていない。

過大な積算としていないか 比較設計等を行い経済的な構造としているため、過大な積算とはなっていない。

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

建設・整備コストの低減に努めているか 水路工において、二次製品を使用するなど、コスト縮減に努めている。

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

附帯施設を交付対象としていない。

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別６の事業主体(市）と事業メニュー①の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、西条市周布土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

施設等の利活用の見通し等は適正か

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

費用対効果分析による算定結果は１．１１である。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、コンクリート造り水路30年である。

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 今回新規に取り組む事業である。

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

項　　　　目
判　断　根　拠
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入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

西条市周布土地改良区において、西条市周布土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

該当無し。

他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 土地所有者との協議により取得の見通しがついている。


